
東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正（日田彦山線ＢＲＴ運行開始に伴う改正） 

現 行 改 正 

（前略） 

（常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い） 

第 16条の５ 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の

発売を行わないものとする。 

 

 

 

（中略） 

（途中下車） 

第 156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示

された発着区間内の着駅（旅客運賃が同額のため２駅以上を共通の着駅とした

乗車券については、最終着駅）以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗

り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。 

(1) 全区間の営業キロが片道 100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券

を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等

の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に

下車するときを除く。 

(2) 次に掲げる区間（以下「大都市近郊区間」という。）内の駅相互発着の普通

乗車券を使用する場合は、その区間内の駅 

イ 東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間（第 16条の２の規定に

かかわらず、東海道本線（新幹線）東京・熱海間を除く。）及び品川・新川

崎・鶴見・羽沢横浜国大間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、

横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及

び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野

辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間（第 16条の２

の規定にかかわらず、東北本線（新幹線）東京・那須塩原間を除く。）、日

暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・浪江

（前略） 

（常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い） 

第 16条の５ 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の

発売を行わないものとする。 

（日田彦山線添田・夜明間に係る乗車券類の取扱い） 

第 16条の６ 日田彦山線添田・夜明間の一部又は全部の区間を乗車する旅客に

対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。 

（中略） 

（途中下車） 

第 156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示

された発着区間内の着駅（旅客運賃が同額のため２駅以上を共通の着駅とした

乗車券については、最終着駅）以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗

り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。 

(1) 全区間の営業キロが片道 100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券

を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等

の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に

下車するときを除く。 

(2) 次に掲げる区間（以下「大都市近郊区間」という。）内の駅相互発着の普通

乗車券を使用する場合は、その区間内の駅 

イ 東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間（第 16条の２の規定に

かかわらず、東海道本線（新幹線）東京・熱海間を除く。）及び品川・新川

崎・鶴見・羽沢横浜国大間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、

横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及

び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野

辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間（第 16条の２

の規定にかかわらず、東北本線（新幹線）東京・那須塩原間を除く。）、日

暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・浪江



現 行 改 正 

間、川越線、高崎線（第 16条の２の規定にかかわらず、高崎線（新幹線）

大宮・高崎間を除く。）、上越線中高崎・水上間、吾妻線、両毛線、水戸線、

日光線、烏山線、水郡線中水戸・常陸大子間及び上菅谷・常陸太田間、信

越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿

島線、久留里線及び東金線（以下これらの区間を「東京近郊区間」という。） 

（中略） 

ハ 福岡附近にあっては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間（鹿児島本線（新幹

線）小倉・博多間を除く。）、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、

日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線（以下これ

らの区間を「福岡近郊区間」という。） 

（以下略） 

間、川越線、高崎線（第 16条の２の規定にかかわらず、高崎線（新幹線）

大宮・高崎間を除く。）、上越線中高崎・水上間、吾妻線、両毛線、水戸線、

日光線、烏山線、水郡線中水戸・常陸大子間及び上菅谷・常陸太田間、信

越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿

島線、久留里線及び東金線（以下これらの区間を「東京近郊区間」という。） 

（中略） 

ハ 福岡附近にあっては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間（鹿児島本線（新幹

線）小倉・博多間を除く。）、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、

日田彦山線中城野・添田間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線（以下これ

らの区間を「福岡近郊区間」という。） 

（以下略） 

附則 

この通達は、令和５年８月 28日乗車となるものから施行する。 


